
資料８ 

Ｂ／Ｃ事案及び新規事案における環境調査の分析項目について 

 

１．土壌調査 

 

これまでのＡ事案（寒川・平塚・習志野）における調査の知見を踏まえ、Ｂ／Ｃ事案

及び新規事案の土壌調査の分析項目については、表－１の様に変更する。なお、今後実

施するＡ事案（寒川・平塚・習志野）及び新たに発生した事案に係る調査についても同

様の取扱いとする。 

 

表－１ 土壌調査の分析項目の比較 

Ａ事案（＊） B/C 事案・新規事案 
対象物質 

溶出試験 含有試験 溶出試験 含有試験 

①あか剤関連物質     

・ｼﾞﾌｪﾆﾙｸﾛﾛｱﾙｼﾝ ○ ○ ○  

・ｼﾞﾌｪﾆﾙｼｱﾉｱﾙｼﾝ ○ ○ ○  

・ｼﾞﾌｪﾆﾙｱﾙｼﾝ酸 ○ ○ ○  

・ﾌｪﾆﾙｱﾙｿﾝ酸 ○ ○ ○  

・ﾋﾞｽ(ｼﾞﾌｪﾆﾙｱﾙｼﾝ)ｵｷｼﾄﾞ ○ ○ ○  

②硫黄マスタード     

・硫黄マスタード ○ ○ ○ ○ 

③ルイサイト関連物質     

・ルイサイト１ ○ ○ ○  

・ルイサイト２ ○ ○ ○  

・2-ｸﾛﾛﾋﾞﾆﾙ亜ｱﾙｿﾝ酸 ○ ○ ○  

 

事由 

・あか剤及びルイサイト関連物質については、溶出試験の検出限界が含有試験に対して

小さいため、まず溶出試験を実施して検出されれば、含有試験も実施することとする。 

参考：ジフェニルアルシン酸の定量下限 溶出量 0.003 mg/L 

含有量 5 mg/kg-乾土 

 

・硫黄マスタードについては、溶出試験では加水分解してしまう可能性のあるため、溶

出試験と含有試験を両方実施する。なお、含有量の定量下限は 0.1mg/kg-乾土から、

Ａ事案の分析の知見を踏まえた 0.05mg/kg-湿土とする。 

 

・硫黄マスタードの分解生成物（チオジクリコール、マスタードジスルフィド）につい

ては、Ａ事案の環境調査の際に、土壌中にマスタードが残留していれば硫黄マスター

ド自体が検出される可能性が高いということから対象としていない。 

 

（＊）平成 16 年度第 2回国内における毒ガス弾等に関する総合調査検討会（平成 16 年

5 月 14 日）において決定された項目。 
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２．地下水調査・大気調査・表層ガス調査 

 

地下水調査、大気調査又は表層ガス調査については分析項目の変更はない。 

 

表－２ 地下水調査の分析項目の比較 

対象物質 Ａ事案（＊） B/C 事案・新規事案 

①あか剤関連物質   

・ｼﾞﾌｪﾆﾙｸﾛﾛｱﾙｼﾝ ○ ○ 

・ｼﾞﾌｪﾆﾙｼｱﾉｱﾙｼﾝ ○ ○ 

・ｼﾞﾌｪﾆﾙｱﾙｼﾝ酸 ○ ○ 

・ﾌｪﾆﾙｱﾙｿﾝ酸 ○ ○ 

・ﾋﾞｽ(ｼﾞﾌｪﾆﾙｱﾙｼﾝ)ｵｷｼﾄﾞ ○ ○ 

②硫黄マスタード   

・硫黄マスタード ○ ○ 

③ルイサイト関連物質   

・ルイサイト１ ○ ○ 

・ルイサイト２ ○ ○ 

・2-ｸﾛﾛﾋﾞﾆﾙ亜ｱﾙｿﾝ酸 ○ ○ 

 

 

表－３ 大気調査又は表層ガス調査の分析項目の比較 

対象物質 Ａ事案（＊） B/C 事案・新規事案 

①硫黄マスタード ○ ○ 

②ルイサイト（L1 および L2） ○ ○ 

③ホスゲン ○ ○ 

④シアン化水素 ○ ○ 

 

 

３．物理探査調査 

 

物理探査調査については、原則としてレーダー探査と磁気探査の２種類を実施する。 

 

表－４ 物理探査調査の比較 

調査方法 Ａ事案（＊） B/C 事案・新規事案 

①レーダー探査 ○ ○ 

②磁気探査 ○ ○ 

 

 

（＊）平成 16 年度第 2回国内における毒ガス弾等に関する総合調査検討会（平成 16 年

5 月 14 日）において決定された項目。 
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